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　周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化して危険な空き家の取壊し（除却）に対し、
補助金を交付しています。

※募集期間は市町によって異なりますので、詳しくは各市町担当課にご確認ください。

■補助制度の特徴

■各市町の補助制度の概要

住宅が対象

老朽危険空き家

工事の前に申請を

　この補助制度の対象となる建物は「住宅」に限定されています。
そのため、倉庫・店舗等の住宅以外の用途に使用された建築物は
補助の対象外です。

　本事業は、老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却が
対象です。補助の対象になるかどうか、事前に市町にて不良度の
判定を行います。

　補助金の交付を受ける前に着手した工事は、補助の対象になりま
せん。工事を実施する前に申請を行い、交付決定を受けてください。

６　空き家に関する各種支援制度

老朽危険空き家除却支援事業

老朽危険空き家除却支援事業に関する相談先 各市町担当課 Ｐ２４～２５
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市町名 補助率 限度額 募集期間

有50万円通常
除却工事費の1/3

有120万円住民税非課税世帯
除却工事費の4/5

高松市

丸亀市

坂出市

善通寺市

観音寺市

さぬき市

東かがわ市

三豊市

土庄町

小豆島町

三木町

宇多津町

綾川町

琴平町

多度津町

まんのう町

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

有

有

有

有

通年

通年

有

通年

通年

有

通年

通年

通年

通年

通年

　「香川県空き家バンク（かがわ住まいネット）」登録物件の改修工事に対し、補助金を交付します。
また、家財道具の処分についても補助を行う市町もあります。

■補助制度の特徴

■各市町の補助制度の概要

補助対象者及び補助対象物件は市町によって違いがありますので、
詳しくは各市町担当課でご確認ください。
※  一部地域内の空き家に対する補助は、６０万円

補助率 限度額 制度有無 補助率 限度額

高松市 1/2 50万円※

坂出市 1/2 100万円
観音寺市 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

○ 1/2 10万円

さぬき市 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円
東かがわ市 1/2 100万円
三豊市 1/2 100万円

土庄町

小豆島町 ○

直島町 1/2 150万円 ○ 1/2 10万円
宇多津町 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円
綾川町 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

○ 1/2 10万円琴平町 1/2 100万円
多度津町 1/2 100万円
まんのう町 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

50万円までは全額
超える場合は100万円まで1/2

50万円までは全額
超える場合は100万円まで1/2

三木町 1/2 100万円 ○ 5万円までは全額。
超える場合は10万円まで1/2

改修補助に含む

市町名
改修 家財道具処分

空き家バンクに登録

工事の前に申請を

家財道具処分補助

　「香川県空き家バンク（かがわ住まいネット）」に登録されている
又は登録されていた物件が対象です。
※市町により条件が異なりますので、ご注意下さい。

　補助金の交付決定を受ける前に着手した工事は、補助の対象に
なりません。工事を実施する前に申請を行い、交付決定を受けて
ください。

　市町によっては、物件内部の家財道具の処分費用も補助対象と
しています。

空き家改修等補助制度

空き家改修等補助事業に関する相談先 各市町担当課 Ｐ２４～２５
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　周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化して危険な空き家の取壊し（除却）に対し、
補助金を交付しています。

※募集期間は市町によって異なりますので、詳しくは各市町担当課にご確認ください。

■補助制度の特徴

■各市町の補助制度の概要

住宅が対象

老朽危険空き家

工事の前に申請を

　この補助制度の対象となる建物は「住宅」に限定されています。
そのため、倉庫・店舗等の住宅以外の用途に使用された建築物は
補助の対象外です。

　本事業は、老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却が
対象です。補助の対象になるかどうか、事前に市町にて不良度の
判定を行います。

　補助金の交付を受ける前に着手した工事は、補助の対象になりま
せん。工事を実施する前に申請を行い、交付決定を受けてください。

６　空き家に関する各種支援制度

老朽危険空き家除却支援事業

老朽危険空き家除却支援事業に関する相談先 各市町担当課 Ｐ２４～２５

19 20

市町名 補助率 限度額 募集期間

有50万円通常
除却工事費の1/3

有120万円住民税非課税世帯
除却工事費の4/5

高松市

丸亀市

坂出市

善通寺市

観音寺市

さぬき市

東かがわ市

三豊市

土庄町

小豆島町

三木町

宇多津町

綾川町

琴平町

多度津町

まんのう町

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

有

有

有

有

通年

通年

有

通年

通年

有

通年

通年

通年

通年

通年

　「香川県空き家バンク（かがわ住まいネット）」登録物件の改修工事に対し、補助金を交付します。
また、家財道具の処分についても補助を行う市町もあります。

■補助制度の特徴

■各市町の補助制度の概要

補助対象者及び補助対象物件は市町によって違いがありますので、
詳しくは各市町担当課でご確認ください。
※  一部地域内の空き家に対する補助は、６０万円

補助率 限度額 制度有無 補助率 限度額

高松市 1/2 50万円※

坂出市 1/2 100万円
観音寺市 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

○ 1/2 10万円

さぬき市 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円
東かがわ市 1/2 100万円
三豊市 1/2 100万円

土庄町

小豆島町 ○

直島町 1/2 150万円 ○ 1/2 10万円
宇多津町 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円
綾川町 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

○ 1/2 10万円琴平町 1/2 100万円
多度津町 1/2 100万円
まんのう町 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

50万円までは全額
超える場合は100万円まで1/2

50万円までは全額
超える場合は100万円まで1/2

三木町 1/2 100万円 ○ 5万円までは全額。
超える場合は10万円まで1/2

改修補助に含む

市町名
改修 家財道具処分

空き家バンクに登録

工事の前に申請を

家財道具処分補助

　「香川県空き家バンク（かがわ住まいネット）」に登録されている
又は登録されていた物件が対象です。
※市町により条件が異なりますので、ご注意下さい。

　補助金の交付決定を受ける前に着手した工事は、補助の対象に
なりません。工事を実施する前に申請を行い、交付決定を受けて
ください。

　市町によっては、物件内部の家財道具の処分費用も補助対象と
しています。

空き家改修等補助制度

空き家改修等補助事業に関する相談先 各市町担当課 Ｐ２４～２５
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■各市町による空き家対策に関するその他の支援制度

その他空き家対策に関する支援制度

21 22

事業名 補助内容 補助割合

①②それぞれ対象経費の1/2
（それぞれ上限５万円）高松市安心あんぜん住宅事業

空き家バンクに登録されている市内に所在する売買用
の物件の①インスペクション（既存住宅状況調査）費用
②既存住宅売買瑕疵保険の加入費用の一部を補助して
います。

―高松市空き家等マッチング事業
空き家や空き地の利活用を促進するため、所有者の方
から同意を得た空き家等の情報を、宅地建物取引業者
へ提供し、不動産取引につなげる事業を行っています。

改修費用の9/10
（上限200万円）丸亀市離島空き家リフォーム補助事業

島の空き家を移住者用住宅又は島暮らし体験住宅とし
てリフォームする方を対象に、空き家の改修費用の一部
に補助金を交付しています。

―坂出市空家等管理事業者
登録・紹介制度

空き家所有者等による適正な管理を促進するとともに、
市民の生活環境の保全を図るため、市内の空き家の管
理業務を行う業者を登録し、その情報を所有者等の方
へ紹介する制度を実施しています。

固定資産税の減免制度
空き家の除却を促進し，市民の安全および安心の確保
を図るため、空き家を除却した後の土地に対する固定資
産税を減免します。

空き家除却後の土地の税額と
住宅用地が適用された場合の
税額との差額を最大５年間減免

対象経費の1/2
上限
法人事業者：400万円
個人事業主：200万円

坂出市移住促進・空き家活用型
事業所整備補助金

市内に存在する空き家の有効活用を図り、市内への移
住・定住を促進するため、県外に本社を置く法人事業者、
または県外在住の個人事業主が購入した空き家を事業
所として改修する費用に対し、補助金を交付していま
す。

改修費用の1/2
・法人事業者：上限額400万円
・個人事業主：上限額200万円

観音寺市移住等促進に係る
空き家活用型事業所整備補助金

県外事業者（法人事業者及び個人事業主）が移住を伴
い、事業所として使用するため、県が運営するＷｅｂサイ
ト「かがわ住まいネット」に登録された市内の空き家を
購入した際、改修等することに対し、その改修費等を補
助します。

市町名

丸亀市

高松市

坂出市

三豊市

観音寺市

処分費用の10/10
（上限10万円）

丸亀市離島空き家家財道具等
処分費補助事業

島の空き家を移住者用の住宅又は体験住宅として利用
する意思があり、空き家にある家財道具等を処分する方
を対象に、補助金を交付しています。

対象経費の1/2
（法人事業者：上限400万円）
（個人事業主：上限200万円）

丸亀市空き家活用型サテライトオフィス
等整備事業補助金

丸亀市内の空き家を有効活用し、県外からの企業の誘
致や移住・定住の促進を図るため、県外の法人事業者又
は個人事業主が購入した空き家を、事業所として改修す
る経費の一部を補助します。

対象経費の2/3
（上限50万円）
※空き家を活用しない事業の
場合は建築物改修費は対象外、
上限30万円

三豊市創業支援事業

市の空き家バンクに登録された物件を活用し、市内に住
所を有する個人が新たに開業する事業または市内に法
人を設立し開業する事業に対し、広告宣伝費、印刷製本
費、翻訳料、原稿料、空き家改修費（開業する事業に関わ
る改修費のみ）の補助金を交付しています。

―三豊市空家等管理事業者
登録制度

空き家所有者の管理を促進するため、市内の空き家を
管理できる業者を登録し、所有者の方へ紹介する制度
を行っています。

東かがわ市
対象経費の1/2
（法人事業者 上限400万円）
（個人事業主 上限200万円）

東かがわ市テレワーク等
空き家改修事業

県外事業者（法人事業者及び個人事業主）が空き家バン
クに登録されている空き家を購入し、事業所として改修
等する場合、その改修費等の一部を補助します。

小豆島町 対象経費の1/2
（上限400万円）

小豆島町空き家活用型
事業所整備補助金

町内への移住・定住を促進するため、県外法人事業者又
は個人事業主が、県が運営する「かがわ住まいネット」に
登録された空き家を購入し、事業所として改修する際に
要する経費の一部を補助します。

市町名 事業名 補助内容 補助割合

三木町 ―三木町空き家等除却事業

所有者から空き建築物、これに付随する工作物及びその
土地が町に寄付される場合、町が当該空き家の除却事
業を行い、町民が安全で安心に暮らせる生活環境の整
備を推進しています。

多度津町
①対象経費の2/3
（上限100万円）
②対象経費の2/3
（上限50万円）

多度津町空き家等を活用した
地域創生事業

町内に所在する空き家及び空き店舗を活用し、移住、定
住又は地域内外における交流を促進する地域創生事業
を行う団体に対し、①空き家の改修・整備費、②整備し
た空き家を活用した体験活動及びPR活動に必要な経
費を補助しています。

―綾川町中間管理住宅整備事業
町が旧綾上町地域内の空き家を借り上げ、必要な改修
を行い、移住・定住希望者等へ賃貸する住宅（中間管理
住宅）を整備しています。

綾川町

対象経費の1/3
（上限30万円）綾川町空き家等除却補助事業

居住その他の使用が概ね１年以上されていない個人の
所有に係る住宅の除却に要する費用の一部を補助して
います。

宇多津町

対象経費の1/2
（上限55万円）

宇多津町起業促進・
空き家改修等補助事業

空き家バンクに登録されている物件を活用し、起業を行
う場合に、①改修工事、②機器、備品等の購入及び設置
工事、③家財道具の処分の費用に対して補助金を交付
しています。

対象経費の1/2
（法人事業者：上限400万円
個人事業主：上限200万円）

宇多津町移住促進・
空き家活用型事業所整備

補助事業

法人事業者等が空き家バンクに登録されている空き家
（一戸建て住宅）を購入し、事業所として改修した場合
に、リフォーム等の費用の一部を補助します。

■各市による空き家の相談制度
市町名 制度内容

高松市

制度名

空き家相談員制度
高松市内に空き家を所有する人などが、利活用や適正管理に関する情報の提供を受けるため
に、市と協定を結んだ不動産取引業者団体に所属する宅地建物取引士にご相談いただける
制度です。

空き家無料相談会 高松市内の空き家に関する無料相談会を、毎月第３月曜日に市役所１階市民ホールで開催し
ています。

丸亀市 空き家相談会
丸亀市内に空家をお持ちの方を中心に、「空家を貸したい・借りたい」、「空家を売りたい・買い
たい」方や、「空家を相続して困っている」など、空家問題についてどこに相談してよいかわか
らない方のために、相談会を実施します。年間６回の開催を予定しています。

坂出市 空き家相談窓口
市内に空き家を所有・管理する皆様が抱える問題について専門的なアドバイスを受けられる
ように、公益社団法人　香川県宅地建物取引業協会、香川県司法書士会と連携を図り、相談
窓口を設けています。

宇多津町 空き家相談窓口
宇多津町内に空き家を所有している方を対象に、空き家問題についてどこに相談してよいか
わからない方のために、町と協定を結んだ専門家団体と連携を図り、相談窓口を設けていま
す。
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■各市町による空き家対策に関するその他の支援制度

その他空き家対策に関する支援制度

21 22

事業名 補助内容 補助割合

①②それぞれ対象経費の1/2
（それぞれ上限５万円）高松市安心あんぜん住宅事業

空き家バンクに登録されている市内に所在する売買用
の物件の①インスペクション（既存住宅状況調査）費用
②既存住宅売買瑕疵保険の加入費用の一部を補助して
います。

―高松市空き家等マッチング事業
空き家や空き地の利活用を促進するため、所有者の方
から同意を得た空き家等の情報を、宅地建物取引業者
へ提供し、不動産取引につなげる事業を行っています。

改修費用の9/10
（上限200万円）丸亀市離島空き家リフォーム補助事業

島の空き家を移住者用住宅又は島暮らし体験住宅とし
てリフォームする方を対象に、空き家の改修費用の一部
に補助金を交付しています。

―坂出市空家等管理事業者
登録・紹介制度

空き家所有者等による適正な管理を促進するとともに、
市民の生活環境の保全を図るため、市内の空き家の管
理業務を行う業者を登録し、その情報を所有者等の方
へ紹介する制度を実施しています。

固定資産税の減免制度
空き家の除却を促進し，市民の安全および安心の確保
を図るため、空き家を除却した後の土地に対する固定資
産税を減免します。

空き家除却後の土地の税額と
住宅用地が適用された場合の
税額との差額を最大５年間減免

対象経費の1/2
上限
法人事業者：400万円
個人事業主：200万円

坂出市移住促進・空き家活用型
事業所整備補助金

市内に存在する空き家の有効活用を図り、市内への移
住・定住を促進するため、県外に本社を置く法人事業者、
または県外在住の個人事業主が購入した空き家を事業
所として改修する費用に対し、補助金を交付していま
す。

改修費用の1/2
・法人事業者：上限額400万円
・個人事業主：上限額200万円

観音寺市移住等促進に係る
空き家活用型事業所整備補助金

県外事業者（法人事業者及び個人事業主）が移住を伴
い、事業所として使用するため、県が運営するＷｅｂサイ
ト「かがわ住まいネット」に登録された市内の空き家を
購入した際、改修等することに対し、その改修費等を補
助します。

市町名

丸亀市

高松市

坂出市

三豊市

観音寺市

処分費用の10/10
（上限10万円）

丸亀市離島空き家家財道具等
処分費補助事業

島の空き家を移住者用の住宅又は体験住宅として利用
する意思があり、空き家にある家財道具等を処分する方
を対象に、補助金を交付しています。

対象経費の1/2
（法人事業者：上限400万円）
（個人事業主：上限200万円）

丸亀市空き家活用型サテライトオフィス
等整備事業補助金

丸亀市内の空き家を有効活用し、県外からの企業の誘
致や移住・定住の促進を図るため、県外の法人事業者又
は個人事業主が購入した空き家を、事業所として改修す
る経費の一部を補助します。

対象経費の2/3
（上限50万円）
※空き家を活用しない事業の
場合は建築物改修費は対象外、
上限30万円

三豊市創業支援事業

市の空き家バンクに登録された物件を活用し、市内に住
所を有する個人が新たに開業する事業または市内に法
人を設立し開業する事業に対し、広告宣伝費、印刷製本
費、翻訳料、原稿料、空き家改修費（開業する事業に関わ
る改修費のみ）の補助金を交付しています。

―三豊市空家等管理事業者
登録制度

空き家所有者の管理を促進するため、市内の空き家を
管理できる業者を登録し、所有者の方へ紹介する制度
を行っています。

東かがわ市
対象経費の1/2
（法人事業者 上限400万円）
（個人事業主 上限200万円）

東かがわ市テレワーク等
空き家改修事業

県外事業者（法人事業者及び個人事業主）が空き家バン
クに登録されている空き家を購入し、事業所として改修
等する場合、その改修費等の一部を補助します。

小豆島町 対象経費の1/2
（上限400万円）

小豆島町空き家活用型
事業所整備補助金

町内への移住・定住を促進するため、県外法人事業者又
は個人事業主が、県が運営する「かがわ住まいネット」に
登録された空き家を購入し、事業所として改修する際に
要する経費の一部を補助します。

市町名 事業名 補助内容 補助割合

三木町 ―三木町空き家等除却事業

所有者から空き建築物、これに付随する工作物及びその
土地が町に寄付される場合、町が当該空き家の除却事
業を行い、町民が安全で安心に暮らせる生活環境の整
備を推進しています。

多度津町
①対象経費の2/3
（上限100万円）
②対象経費の2/3
（上限50万円）

多度津町空き家等を活用した
地域創生事業

町内に所在する空き家及び空き店舗を活用し、移住、定
住又は地域内外における交流を促進する地域創生事業
を行う団体に対し、①空き家の改修・整備費、②整備し
た空き家を活用した体験活動及びPR活動に必要な経
費を補助しています。

―綾川町中間管理住宅整備事業
町が旧綾上町地域内の空き家を借り上げ、必要な改修
を行い、移住・定住希望者等へ賃貸する住宅（中間管理
住宅）を整備しています。

綾川町

対象経費の1/3
（上限30万円）綾川町空き家等除却補助事業

居住その他の使用が概ね１年以上されていない個人の
所有に係る住宅の除却に要する費用の一部を補助して
います。

宇多津町

対象経費の1/2
（上限55万円）

宇多津町起業促進・
空き家改修等補助事業

空き家バンクに登録されている物件を活用し、起業を行
う場合に、①改修工事、②機器、備品等の購入及び設置
工事、③家財道具の処分の費用に対して補助金を交付
しています。

対象経費の1/2
（法人事業者：上限400万円
個人事業主：上限200万円）

宇多津町移住促進・
空き家活用型事業所整備

補助事業

法人事業者等が空き家バンクに登録されている空き家
（一戸建て住宅）を購入し、事業所として改修した場合
に、リフォーム等の費用の一部を補助します。

■各市による空き家の相談制度
市町名 制度内容

高松市

制度名

空き家相談員制度
高松市内に空き家を所有する人などが、利活用や適正管理に関する情報の提供を受けるため
に、市と協定を結んだ不動産取引業者団体に所属する宅地建物取引士にご相談いただける
制度です。

空き家無料相談会 高松市内の空き家に関する無料相談会を、毎月第３月曜日に市役所１階市民ホールで開催し
ています。

丸亀市 空き家相談会
丸亀市内に空家をお持ちの方を中心に、「空家を貸したい・借りたい」、「空家を売りたい・買い
たい」方や、「空家を相続して困っている」など、空家問題についてどこに相談してよいかわか
らない方のために、相談会を実施します。年間６回の開催を予定しています。

坂出市 空き家相談窓口
市内に空き家を所有・管理する皆様が抱える問題について専門的なアドバイスを受けられる
ように、公益社団法人　香川県宅地建物取引業協会、香川県司法書士会と連携を図り、相談
窓口を設けています。

宇多津町 空き家相談窓口
宇多津町内に空き家を所有している方を対象に、空き家問題についてどこに相談してよいか
わからない方のために、町と協定を結んだ専門家団体と連携を図り、相談窓口を設けていま
す。


